
1-40-26

琉
球
国
王
よ
り
爪
哇
国
あ
て
、
楊
布
勃
也
等
を
遣
わ
し
て
速
や
か
な
交

易
を
請
う
咨

(
一
四
四
〇
、

一
〇
、

一
六
)

琉
球
国
王
、
見
に
礼
儀
の
事
の
為
に
す
。

宣
徳
五
年

(
一
四
三
〇
)
よ
り
始
初
て
敬
ん
で
礼
物
を
備
え
、
遣
使
し
て

貴
国
に
通
達
し
て
王
殿
下
に
奉
献
し
、
又
、
正
統
三
年

(
一
四
三
八
)
に
至

り
て
再
た
遣
使
、
礼
献
を
行
う
こ
と
二
次
な
り
。
以
後
能
く
海
道
の
便
を
譜

ず
る
も
の
少
な
き
が
為
に
、
毎
年
常

に
懐

い
て
忘
れ
ず
、
甚
だ
厚
意
も
て
前

後
し
て
礼
?
を
回
恵
し
、
及
び
来
使
の
人
船
を
憐
恤
し
買
売
し
て
安
全
に
回

国
せ
し
む
る
に
感
ず
る
も
、
事
は
照
ら
す
に
間
阻
す
る
こ
と
多
年
に
し
て
未

だ
曾
て
礼
謝
せ
ず
。

理
と
し
て
合
に
今
、
正
使
楊
布
勃
也
等
を
遣
わ
し
て
海
船

一
隻
に
坐
駕
し
、

咨
文

一
道
を
齎
捧
し
、
并
び
に
礼
物
を
齎
し
て
王
殿
下
に
奉
献
せ
し
め
て
以

て
遠
意
を
表
す
べ
し
。
万
望
む
ら
く
は
笑
留
せ
よ
。
念
う
に
四
海

一
家
と
為

し
、
永
く
往
来
し
和
好
す
る
を
盟
い
、
更
に
煩
わ
く
は
遠
方
よ
り
差
来
す
る

人
船
を
寛
憐
し
、
所
載
の
磁
器
等
の
貨
は
早
や
か
に
買
売
し
回
国
せ
し
め
ん

こ
と
を
。
今
、
礼
物
を
将
て
開
坐
す
。
咨
し
て
施
行
を
請
う
。
須
ら
く
咨

に

至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

青
紵
糸

一
匹
　
閃
色
段
二
匹

緑
段
四
匹
　

腰
刀
十
把

扇
二
十
把
　

小
青
碗
二
千
個

小
青
盤
四
百
個

右
、
爪
哇

国

に
咨

す

正
統
五
年

(
一
四
四
〇
)
十
月
十
六
日
　
咨

注

*
本
文
書
を
持
参
し
て
爪
哇
を
訪
れ
た
楊
布
勃
也
等
が
、
回
恵
の
礼
物
を
受
け

て
帰
国
し
た
こ
と
は

〔四
〇
-
二
八
〕
を
参
照
。

(1
)
宣
徳
五
年
よ
り
始
初
て
　
琉
球
か
ら
爪
哇

国

へ
の
は
じ
め
て
の
船
は
〔四

〇
-〇
九
〕
を
参
照
。

(2
)
貴
　

こ
の
下
に
平
此
の
二
字
が
あ
る
。
原
文
中
の
三
カ
所
の
平
此
は
平

抬(改
行
)
の
位
置
を
示
す
た
め
の
覚
書
き
が
本
文

に
混
入
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
以
下
注

(4
)

(5
)
も
同
じ
。

(3
)
正
統
三
年
…
遣
使
　

〔四
〇
-
二
三
〕
参
照
。

(
4

)

毎
　

注

(
2

)

参

照

。

(
5
)

阻
　

注

(
2

)

参

照

。

1-40-27

琉
球
国
中
山
王
よ
り
爪
哇
国
あ
て
、
阿
普
斯
古
等
を
遣
わ
し
て
速
や
か

な
交
易
を
請
う
咨

(
一
四
四

一
、
四
、

一
九
)

琉
球
国
中
山
王
、
見
に
礼
儀

の
事
の
為
に
す
。


